
　　　お問い合わせは清荒神清澄寺（0797-86-6641）までお尋ね下さい。

至　清荒神

旧　Ｒ１７６

左折可能

（Ｒ１７６号バイパス） 至　伊丹

至　三田 （右折禁止）

※　緊急車両以外は右折でき

　ません。

R176歌劇場前交差点　交通規制時

※交通規制中、清荒神駐車場は閉鎖し、付近には駐車場がありませんので、自動車での参詣はご遠慮下さい。

令和６～７年の交通規制より
①地域住民の方々、及び関係者への通行証の発行は新たに行いません。

②発行済みで期限が令和７年、８年の通行証は有効です。

③このお知らせを規制区域内の全住民（全戸）に配布し、区域内住民の方々には「住民証」として、以前の通行証の代わりに使っていただけます。（車内の見える所に掲示）

④配布は、一世帯に１枚なので、車を複数台所有、または遠方の親族が帰省などの場合は、事情を現地のガードマンに伝えてもらえれば通行してもらえます。

⑤規制区域外の住民の方々など「住民証」が無い方で、どうしても区域内を通行する必要のある場合も、事情をガードマンに伝えてもらえれば通行できます。

⑥このお知らせ「住民証」の有効期限は、令和７年１月末日とします。

※ただし、期限内の「通行証」、及びこの「住民証」があっても、清荒神駐車場へは入れません。

ガードマン

凡例

【規制区域】

【歩行者専用道路】

【通行禁止道路】

臨時バス乗り場

※規制区域内の住民、及び関係者の方で通行証・住民証があっても、清荒神駐車場には入れません。

清荒神方面 通行禁止

(臨時バス、タクシー、大林寺関係車

両、清荒神職員車両を除く。)

御殿山4丁目21番先交差点（中国自動車道高架下）交通規制時
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お体の不自由な方、お年寄り、妊婦さんなど、いかなる方のお車も清荒神駐車場には入れません。

規　制　種　別 規　制　対　象

（清荒神参道及び周辺道路）

車　　　　　両

12月31日（水）  午後９時00分から
１月 １日（木）  午後６時00分まで

（交通状況により規制時間が変更されること
があります。）

各日
午前８時00分

から
午後６時00分

まで

１月２日（金）
１月３日（土）
１月４日（日）

車　　　　　両

下図のとおり
(規制区域内へは緊急車両以外右折できま
せん。)

（臨時バス・タクシー・大林寺関係車両・
清荒神職員車両を除く。)

上記以外の規制実施日は

車　　　　　両

歩行者用道路

規 制 実 施 日 ・ 規 制 時 間

（路線バス・臨時バス・タクシー・二輪・原付・軽
車両・近隣住民及び関係車両、規制区域内か
ら規制区域外に進行する車両を除く。）

通行禁止道路

通　行　禁　止
（規制区域内）

車         　両

右　折　禁　止

清荒神参詣に伴う交通規制のお知らせ　【令和７年12月31日～令和８年１月４日】


